
公表制度とは？ 

 消防法令に関する重大な違反のある建物を公表することによって、その建物を利用

する方が自ら建物の情報を入手して、安心して建物を利用できるよう、消防が保有し

ている消防法令違反に関する情報をホームページ等に公表する制度です。 

違反対象物の公表制度 

十和田地域広域事務組合消防本部予防課 

電話：0176-25-4113（予防課直通） 

※応対可能時間：平日8:30～17:15 

公表の対象となる建物 

公表の対象となる違反 

公表する内容 

公表する方法 

 飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉

施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。 

 消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備に

ついて、設置義務があるにもかかわらず、設置されていない場合が該当します。 

 十和田地域広域事務組合消防本部のホームページに掲載します。 

①防火対象物の名称  「例：〇〇ビル、〇〇ホテル、〇〇病院など」 

②防火対象物の住所  「例：十和田市〇〇町〇〇番〇〇号」 

③消防法令違反の内容 「例：自動火災報知設備未設置」 

対象となる消防法施行令別表第一に掲げる用途（ＰＤＦ） 

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 

http://www.towada-kouiki.jp/syoubou/oshirase/yobou/beppyou1.pdf

